
※　要支援時に予支が貸与理由書を提出し、要介護に変更となり予支が居支として旨の届を提出する場合についても貸与理由書の再提出が必要になります。

（3）暫定ケアプランにかかる福祉用具貸与理由書の取扱いについて

認定の見込 福祉用具貸与理由書の提出 認定審査結果

新
規
認
定
申
請

要介護１以上の結果が見
込める被保険者

要介護１と見込んで軽度者にか
かる福祉用具貸与を行う場合は、
居支等が利用開始日の当日まで
に大阪市の確認を受ける。

大阪市の確認が無い場合は、軽

度者にかかる福祉用具貸与の算

定はできない。

軽度者にかかる福祉用具貸与
を行う場合は、包括または予
支が利用開始日の当日までに
大阪市の確認を受ける。
大阪市の確認が無い場合は、
軽度者にかかる福祉用具貸与
の算定はできない。

要支援１
または２

要介護１以上

認定の見込と結果が異なるが、包括または予支により作成された軽度

者にかかる福祉用具貸与理由書は大阪市の確認をうけているため、利

用開始日の当日より福祉用具貸与を可能とする。

なお、変更の旨の届を提出する場合は、変更する利用開始日の当日ま

でに福祉用具貸与理由書を提出し、大阪市の確認を受けなければなら

ない。

要介護１以上

要支援１
または２

認定の見込と結果が異なるが、居支により作成された軽度者にかかる

福祉用具貸与理由書は大阪市の確認を受けているため、利用開始日の

当日より福祉用具貸与を可能とする。

なお、変更の旨の届を提出する場合は、変更する利用開始日の当日ま

でに福祉用具貸与理由書を提出し、大阪市の確認を受けなければなら

ない。

認定の見込と結果が異なるが、包括または予支等により作成された軽

度者にかかる福祉用具貸与理由書は大阪市の確認を受けているため、

利用開始日の当日よりの福祉用具貸与を可能とする。

なお、変更の旨の届を提出する場合は、変更する利用開始日の当日ま

でに福祉用具貸与理由書を提出し、大阪市の確認を受けなければなら

ない。

被
保
険
者

※ 包括 …各区地域包括支援センター

居支 …居宅介護支援事業者
旨の届…居宅サービス計画作成依頼届
予支 …介護予防支援の指定を受けた居宅介護支援事

認定の見込と結果が異なるが、居支等により作成された軽度者にかか

る福祉用具貸与理由書は大阪市の確認をうけているため、利用開始日

の当日より福祉用具貸与を可能とする。

なお、変更の旨の届を提出する場合は、変更する利用開始日の当日ま

でに福祉用具貸与理由書を提出し、大阪市の確認を受けなければなら

ない。

新
規
・
区
分
変
更
・
更
新
申
請

要支援１または２の結果
が見込める被保険者

要介護１以上の結果が見
込める被保険者

要支援１または２の結果
が見込める被保険者

要介護１以上

軽度者にかかる福祉用具貸与
を行う場合は、居支が利用開
始日の当日までに大阪市の確
認を行う。
大阪市の確認が無い場合は、
軽度者にかかる福祉用具貸与
の算定はできない。

福祉用具貸与の変更がない場
合は、以前より確認されてい
るため提出不要

旨の届と同時に福祉用具貸与理由書が提出されており大阪市の確認を

受けているため、福祉用具貸与は可能。

要支援１
旨の届出と同時に福祉用具貸与理由書が提出されており大阪市の確認
を受けているため、福祉用具貸与は可能。

要介護１以上

旨の届出と同時に福祉用具貸与理由書が提出されており大阪市の確認

を受けているため、福祉用具貸与は可能。

要支援１
または２


